
品川区みどりの条例施行規則 

平成６年６月１日 

規則第28号 

  

改正 平成８年６月28日規則第55号 平成14年５月30日規則第40号  

（趣旨） 

第１条 この規則は、品川区みどりの条例（平成６年品川区条例第19号。以下「条例」という。）の

施行について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

（保存樹木等の指定基準） 

第３条 条例第７条第１項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 樹木 地上1.5メートルの高さにおける幹回りが1.2メートル以上の立木 

(２) 樹林 樹林（樹冠にすきまがない立木の集団で、前号の基準に該当する樹木を１本以上含む

ものをいう。）の面積が300平方メートル以上あるもの 

(３) 生け垣 高さが0.9メートル以上で、その長さが30メートル以上あり、かつ、良好な管理が行

われているもの 

(４) 前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるもの 

（保存樹木等の指定手続） 

第４条 条例第７条第１項に規定する所有者等の同意は、指定同意書（第１号様式）によるものとす

る。 

２ 条例第７条第２項に規定する通知は、指定通知書（第２号様式）によるものとする。 

（標識および台帳） 

第５条 条例第７条第３項に規定する標識は、指定標識（第３号様式）によるものとする。 

２ 条例第７条第３項に規定する台帳は、指定台帳（第４号様式）によるものとする。 

（変更届） 

第６条 条例第９条に規定する届出は、変更届（第５号様式）によるものとする。 

（保存樹木等の指定解除） 

第７条 条例第10条第２号に規定する申出は、指定解除申出書（第６号様式）によるものとする。 

２ 条例第10条第３号に規定する保存樹木等として相当でなくなったときとは、保存樹木等が第３条

各号に規定する基準に該当しなくなったときとする。 

３ 区長は、条例第10条の規定により保存樹木等の指定の解除をしたときは、指定解除通知書（第７

号様式）により所有者等に通知する。 

（公共施設の緑化基準） 

第８条 条例第11条に規定する規則で定める基準は、別表第１に定めるとおりとする。 

（民間施設の緑化基準） 

第９条 条例第12条第１項に規定する規則で定める基準は、別表第２に定めるとおりとする。 

（緑化計画書） 

第10条 条例第13条第１項および第２項に規定する緑化計画書の提出は、緑化計画書（第８号様式）

に緑化に関する計画を明らかにする図面等を添えて行なわなければならない。 

２ 区長は、前項の緑化計画書を認定したときは、緑化計画書認定通知書（第９号様式）により通知

する。 

３ 前項の通知を受けた者は、その緑化を完了したときは、緑化完了届（第10号様式）に緑化の完了

したことが明らかになる図面等を添えて区長に提出しなければならない。 

４ 区長は、前項の届出があった場合において、当該届出に係る緑化が完了したと認めたときは、緑

化確認通知書（第11号様式）により通知する。 

１項…一部改正〔平成14年規則40号〕 

（モデル地区の指定基準） 

第11条 条例第14条第１項に規定するモデル地区は、次に掲げる地区とする。 

(１) みどりの保全モデル地区 緑被率が比較的高い地域において、今あるみどりの保全を図る地



区 

(２) みどりの推進モデル地区 緑被率が比較的低い地域において、緑化の推進を図る地区 

２ 前項に規定するモデル地区は、一町会の区域を標準とする。 

（モデル地区の指定の公表） 

第12条 条例第14条第３項（同条第５項において準用する場合を含む。）に規定する公表は、次の事

項を区の広報紙に掲載する方法等により行う。 

(１) モデル地区の名称および位置 

(２) モデル地区の区域および面積 

（みどりの協定の申請） 

第13条 条例第15条第１項に規定するみどりの協定の認定を受けようとする区民または事業者は、み

どりの協定認定申請書（第12号様式）により区長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請に当たっては、図面、写真その他協定の内容を明らかにする書類を添付し

なければならない。 

３ 区長は、第１項の規定により認定の申請を受けたみどりの協定について条例第15条第２項の規定

に基づき認定したときは、みどりの協定認定書（第13号様式）を交付する。 

（みどりの協力員） 

第14条 条例第16条に規定するみどりの協力員の定数は、50人以内とする。 

２ みどりの協力員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

３ みどりの協力員に欠員が生じた場合は、補欠のみどりの協力員を置くことができる。ただし、補

欠のみどりの協力員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（身分証明書） 

第15条 条例第20条第２項に規定する身分を示す証明書は、第14号様式によるものとする。 

（違反行為の公表の方法） 

第16条 条例第22条に規定する公表は、区の広報紙に掲載する方法等により行う。 

（委任） 

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に区長が定める。 

付 則 

この規則は、平成６年７月１日から施行する。 

付 則（平成８年６月28日規則第55号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成14年５月30日規則第40号） 

この規則は、平成14年10月１日から施行する。 

別表第１（第８条関係） 

(１) 接道部緑化基準（接道部の総延長に表に掲げる数値を乗じて得た長さ以上の接道部を緑化す

る。） 

  

 敷地面積 1,000平方メー

トル以上 

3,000平方メー

トル以上 

10,000平方メ

ートル以上 

 

 対象 

1,000平方メー

トル未満 

3,000平方メー

トル未満 

10,000平方メ

ートル未満 

30,000平方メ

ートル未満 

30,000平方メ

ートル以上 

 

 学校・公園・庁

舎・出張所等 

0.6 0.7 0.8  

備考 当該建築行為等に基準を満たすことのできない相当の理由があり、かつ、品川区長がその理

由を認めるときは、この基準を緩和することができる。  

(２) 敷地内緑化基準（地上部） 

  

 対象施設 基準  

 学校・庁舎等 １ 敷地面積250平方メートル以上の施設は、左表による緑地面積を確保する。 

    用途地域 緑地面積  



    建ぺい率50パーセントの第一種低層住

居専用地域 

敷地面積に法定建ぺい率を乗じた

面積を敷地面積から差し引いた面

積の10分の４ 

 

    前項以外の第一種低層住居専用地域  

    第一種中高層住居専用地域  

    第二種中高層住居専用地域 

敷地面積に法定建ぺい率を乗じた

面積を敷地面積から差し引いた面

積の10分の３  

    第一種住居地域    

    第二種住居地域    

    準工業地域    

    工業地域    

    近隣商業地域 敷地面積の100分の５  

    商業地域    

   ２ 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地または再開発地区計画

（再開発地区整備計画が定められている区域に限る。）、高度利用地区もし

くは特定街区内の施設については、前号の規定にかかわらず、次の計算式に

よる緑地面積を確保する。 （敷地面積－建築面積）×0.3 

 

   ３ 敷地面積250平方メートル未満の施設は、可能な限り樹木を植栽するととも

に縁地を確保する。 

 

 道路 １ 歩道幅員2.5メートル以上の道路については、8.0メートル以内の間隔で街

路樹を植栽し、幅員0.3メートル以上の歩道緑地帯を設ける。 

 

   ２ 歩道幅員2.5メートル未満の道路については、可能な限り樹木を植栽し、緑

地を確保する。 

 

 公園 １ 公園および一般遊園地については、敷地面積の30パーセント以上の面積を

緑化する。 

 

   ２ 特定遊園地については、敷地面積の20パーセント以上の面積を緑化する。  

 河川 各河川区域ごとに景観および緑量を考慮して緑化計画を策定し、可能な限り緑

地を確保する。 

 

備考 

(１) 当該建築行為等に基準を満たすことのできない相当の理由がある場合については、基準と

なる緑地面積の50パーセントまでを屋上、壁面、ベランダ等の緑化をもって代えることができ

る。この場合において、当該屋上、壁面、ベランダ等の緑化面積は、別表第１(３)の表の屋上、

壁面、ベランダ等の緑化面積に含まないものとする。 

(２) 前号による算定によっても当該建築行為等に基準を満たすことのできない相当の理由があ

り、かつ、品川区長がその理由を認めるときは、この基準を緩和することができる。 

(３) 「建築面積」とは、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第１項第２号に規定

する面積をいう。 

(３) 敷地内緑化基準（屋上、壁面、ベランダ等） 

敷地面積250平方メートル以上の施設は、次表による屋上、壁面、ベランダ等における緑化面積

を確保する。 

  

屋上、壁面、ベランダ等緑化面積  

 １ 総合設計制度等を適用して計画する建築物

の敷地または再開発地区計画（再開発地区整備

計画が定められている区域に限る。）、高度利

用地区もしくは特定街区内の施設 

建築面積×0.3  

 ２ １以外の施設 建築面積×0.2  

備考 

(１) 当該建築行為等に基準を満たすことのできない相当の理由がある場合については、基準と

なる緑化面積を地上部の緑地面積をもって代えることができる。この場合において、当該地上



部の緑地面積は、別表第１(２)の表の地上部の緑地面積に含まないものとする。 

(２) 前号による算定によっても当該建築行為等に基準を満たすことのできない相当の理由があ

り、かつ、品川区長がその理由を認めるときは、この基準を緩和することができる。 

(３) 「建築面積」とは、建築基準法施行令第２条第１項第２号に規定する面積をいう。 

本表…一部改正〔平成８年規則55号・14年40号〕 

別表第２（第９条関係） 

(１) 接道部緑化基準（接道部の総延長に表に掲げる数値を乗じて得た長さ以上の接道部を緑化す

る。） 

  

 敷地面積 500平方メ

ートル以

上 

1,000平方

メートル

以上 

3,000平方

メートル

以上 

10,000平

方メート

ル以上 

 

 建築用途 

500平方メ

ートル未

満 

1,000平方

メートル

未満 

3,000平方

メートル

未満 

10,000平

方メート

ル未満 

30,000平

方メート

ル未満 

30,000平

方メート

ル以上 

 

 住宅 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8  

 事務所・店舗・工場等 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7  

 学校等 0.4 0.6 0.7 0.8  

 屋外運動競技施設・処理

場等 

0.6 0.7 0.8  

 その他 0.3 0.6 0.7  

備考 当該建築行為等に基準を満たすことのできない相当の理由があり、かつ、品川区長がその理

由を認めるときは、この基準を緩和することができる。 

(２) 敷地内緑化基準（地上部） 

１ 

  

用途地域 緑地面積  

 建ぺい率50パーセントの第一種低層住居専

用地域 

敷地面積に法定建ぺい率を乗じた面積を敷地面

積から差し引いた面積の10分の４ 

 

 前項以外の第一種低層住居専用地域 敷地面積に法定建ぺい率を乗じた面積を敷地面

積から差し引いた面積の10分の３ 

 

 第一種中高層住居専用地域    

 第二種中高層住居専用地域    

 第一種住居地域    

 第二種住居地域    

 準工業地域    

 工業地域    

 近隣商業地域 敷地面積の100分の５  

 商業地域    

２ 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地または再開発地区計画（再開発地区整備計

画が定められている区域に限る。）、高度利用地区もしくは特定街区内の施設については、１

の規定にかかわらず、次の計算式による緑地面積を確保する。 （敷地面積－建築面積）×0.3 

備考 

(１) 当該建築行為等に基準を満たすことのできない相当の理由がある場合については、基

準となる緑地面積の50パーセントまでを屋上、壁面、ベランダ等の緑化をもって代えるこ

とができる。この場合において、当該屋上、壁面、ベランダ等の緑化面積は、別表第２(３)

の表の屋上、壁面、ベランダ等の緑化面積に含まないものとする。 

(２) 前号による算定によっても当該建築行為等に基準を満たすことのできない相当の理由

があり、かつ、品川区長がその理由を認めるときは、この基準を緩和することができる。 



(３) 「建築面積」とは、建築基準法施行令第２条第１項第２号に規定する面積をいう。 

(３) 敷地内緑化基準（屋上、壁面、ベランダ等） 

敷地面積1,000平方メートル以上の施設は、次表による屋上、壁面、ベランダ等における緑化面

積を確保する。 

  

屋上、壁面、ベランダ等緑化面積  

 １ 総合設計制度等を適用して計画する建築物

の敷地または再開発地区計画（再開発地区整備

計画が定められている区域に限る。）、高度利

用地区もしくは特定街区内の施設 

建築面積×0.3  

 ２ １以外の施設 建築面積×0.2  

備考 

(１) 当該建築行為等に基準を満たすことのできない相当の理由がある場合については、基準と

なる緑化面積を地上部の緑地面積をもって代えることができる。この場合において、当該地上

部の緑地面積は、別表第２(２)の表の地上部の緑地面積に含まないものとする。 

(２) 前号による算定によっても当該建築行為等に基準を満たすことのできない相当の理由があ

り、かつ、品川区長がその理由を認めるときは、この基準を緩和することができる。 

(３) 「建築面積」とは、建築基準法施行令第２条第１項第２号に規定する面積をいう。 

本表…一部改正〔平成８年規則55号・14年40号〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１号様式 
（第４条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２号様式 
（第４条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第３号様式 
（第５条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第４号様式 
（第５条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第５号様式 
（第６条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第６号様式 
（第７条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第７号様式 
（第７条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第８号様式 
（第 10 条関係） 

 
本様式…全部改正〔平成 14 年規則 40 号〕 

 
 
 
 
 
 
 



第９号様式 
（第 10 条関係） 

 
本様式…全部改正〔平成 14 年規則 40 号〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 10 号様式 
（第 10 条関係） 

 
本様式…全部改正〔平成 14 年規則 40 号〕 

 
 
 
 
 
 
 



第 11 号様式 
（第 10 条関係） 

 
本様式…全部改正〔平成 14 年規則 40 号〕 

 
 
 
 
 
 
 
 



第 12 号様式 
（第 13 条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 13 号様式 
（第 13 条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 14 号様式 
（第 15 条関係） 

 
 


